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異
質
令
集
解
」
試
論

小

林

宏

は
し
が
き

一

公
式
令
集
解
逸
文
と
異
質
令
集
解
と
の
比
較

二

令
集
解
と
異
質
令
集
解
と
の
関
係

む

す

び

は

し

が

き

前
稿
「
異
質
令
集
解
の
な
か
の
義
解
学

私
」
の
法
解
釈
を
中
心
と
し
て

」
『
國
學
院
法
學
』
第
五
四
巻
第
三
号
、
二
〇

一
六
年
）
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
い
わ
ゆ
る
異
質
令
集
解
の
編
者
が
勅
撰
の
養
老
令
注
釈
書
で
あ
る
令
義
解
を
法
解
釈
上
、
ど
の
よ
う

に
扱
っ
た
か
、
そ
の
作
業
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
こ
の
法
書
編
述
の
主
た
る
目
的
が
明
法
家
の
実
務
遂
行
の
為

に
、
義
解
説
を
正
し
く
理
解
し
、
且
つ
義
解
説
の
欠
缺
を
補
充
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
見
解
を
提
示
し
た
。
し
か
し
前
稿
で
は
、
通

常
の
令
集
解
と
こ
の
異
質
令
集
解
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
全
く
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き

ず
、
別
稿
を
期
す
こ
と
に
し
た
。
本
稿
は
、
前
稿
を
承
け
て
、
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
聊
か
管
見
を
述
べ
る
と
共
に
、
異
質
令
集
解
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の
法
書
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
も
、
再
度
、
若
干
の
検
討
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

一

公
式
令
集
解
逸
文
と
異
質
令
集
解
と
の
比
較

周
知
の
よ
う
に
、
失
わ
れ
た
通
常
の
令
集
解
の
逸
文
、
即
ち
公
式
令
55
文
武
職
事
条
の
本
注
「
諸
王
諸
臣
。
各
依
位
次
。
不

分

列
」
に
関
す
る
令
集
解
の
逸
文
は
、
政
事
要
略
・
巻
六
十
九
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
異
質
令
集
解
の
当
該
個
所
と
の
比
較
研
究

は
、
す
で
に
早
川
庄
八
、
及
び
宮
部
香
織
の
両
氏
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
（
早
川
「
異
質
令
集
解
三
巻
に
つ
い
て
」『
日
本
古
代
の

文
書
と
典
籍
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
、
五
七
四
頁
以
下
。
宮
部
「
い
わ
ゆ
る
『
異
質
令
集
解
』
に
つ
い
て
の
再
検
討
」『
法
史

学
研
究
会
会
報
』
第
一
九
号
、
二
〇
一
五
年
、
一
九
頁
以
下
）。
そ
の
結
果
、
早
川
氏
は
異
質
令
集
解
の
編
述
は
、
編
者
が
令
釈
、
穴

記
等
の
個
々
の
令
私
記
を
直
接
参
照
し
つ
つ
為
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
令
集
解
か
ら
の
孫
引
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
さ

れ
、
宮
部
氏
も
、
令
集
解
を
も
と
に
異
質
令
集
解
が
編
述
さ
れ
た
と
み
て
差
し
支
え
な
い
と
さ
れ
た
。

筆
者
も
ま
た
異
質
令
集
解
は
、
通
常
の
令
集
解
を
主
た
る
素
材
と
し
て
編
述
さ
れ
た
令
注
釈
書
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、

た
だ
問
題
は
異
質
令
集
解
の
編
者
が
、
そ
の
際
、
通
常
の
令
集
解
所
載
の
令
私
記
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
再
び
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

最
初
に
ａ
令
集
解
逸
文
を
、
次
に
ｂ
異
質
令
集
解
の
当
該
個
所
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。

ａ
令
集
解
逸
文

謂
。
自
親
王
行
降
一
等
。
諸
王
立
西
。
諸
臣
列
東
。

釈
云
。
大
臣
以
下
。
皆
立
親
王
後
也
。
其
外
位
別
列
耳
。
若
立
一
列
者
。
諸
臣
三
位
立
前
。
次
諸
王
四
位
以
下

衍
）

五

・
・

位
。
諸
臣
四
位
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以
下
列
耳
。
其
外
位
者
。
依
官
位
令
耳
。

穴
云
。
諸
王
諸
臣
。
各
依
位
次
。
則
知
可
別
列
。
問
。
依
令
釈
。
諸
王
五
位
之
後
。
可
立
諸
臣
四
位
五
位
。
未
知
。
諸
王
三
位
以

上
。
諸
臣
三
位
以
上
。
行
立
之
次
第
如
何
。
此
謂
列
一
行
之
時
事
也
。
答
。
私
思
。
王
一
位
。
次
臣
一
位
。
次
王
二
位
。
次
臣
二

位
。
次
王
三
位
。
次
臣
三
位
。
又
正
從
以
次
行
列
。
一
同
諸
臣
。
不
別
王
臣
。
何
者
。
朝
服
之
色
。

別
之
故
。
但
四
位
以
下
朝

服
有
別
。
仍
王
臣
別
耳
。
師
云
。
王
三
位
以
上
立
畢
之
後
。
臣
一
位
可
立
也
。
問
。
令
釈
云
。
外
位
依
官
位
令
耳
。
未
知
。
其

意
。
答
。
師
云
。
依
古
令
所
説

。
於
今
不
見
別
之
。（
政
事
要
略
・
巻
六
十
九
、
国
史
大
系
本
五
七
六
頁
）

ｂ
異
質
令
集
解

義
云
。
自
親
王
行
降
一
等
。
諸
王
立
西
。
諸
臣
列
東
。

或
云
。
大
臣
以
下
。
皆
立
親
王
後
。

問
。
或
云
。
外
位
別
列
耳
者
何
。
或
云
。
不
見
別
。

問
。
或
云
。
坐
一
行
之
時
。
諸
王
一
位
。
次
諸
臣
一
位
。
次
王
二
位
。
次
臣
二
位
。
次
王
三
位
。
次
臣
三
位
。
又
正
從
以
次
別

坐
。
一
同
諸
臣
。
不
別
王
臣
。
何
者
。
朝
服
之
色
。

別
之
故
。
但
四
位
以
下
。
朝
服
有
別
。
依
衣
服
令
。
王
一
位
深
紫
衣
。
二

位
以
下
五
位
以
上
。
並
浅
紫
衣
。
臣
一
位
深
紫
衣
。
三
位
以
上
浅
紫
衣
也
。
然
則
王
臣

別
。
又
臣
四
位
深
緋
。
五
位
浅
緋
也
。

則
与
王
別
也
。
故
王
五
位
之
次
。
臣
四
位
坐
耳
。
或
云
。
王
三
位
以
上
坐
了
之
次
。
臣
一
位
坐
者
。
准
是
之
。（
令
集
解
・
巻
三

十
五
、
国
史
大
系
本
八
七
二
頁
）

今
、
右
に
掲
げ
た
ａ
、
ｂ
両
者
の
文
を
比
較
す
る
と
、
先
ず
ａ
の
令
釈
の
文
、「
大
臣
以
下
。
皆
立
親
王
後
也
。
其
外
位
別
列
耳
」

は
、
ｂ
で
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
、「
大
臣
以
下
。
皆
立
親
王
後
」
は
、
義
解
の
文
に
続
く
「
或
云
」
の
文
と
し
て
大
書
さ
れ
、「
外
位
別

列
耳
」
は
、
第
一
の
「
問
」
の
「
或
云
」
の
文
と
し
て
細
字
双
行
に
て
記
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
異
質
令
集
解
三
巻
の
「
義
云
」
の
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文
に
続
い
て
記
さ
れ
る
「
或
云
」
の
文
、
及
び
「
義
云
」
の
文
が
付
さ
れ
て
い
な
い
令
文
の
直
下
に
記
さ
れ
る
「
或
云
」
の
文
は
、
編

者
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
義
解
説
を
正
し
く
理
解
し
、
且
つ
義
解
説
の
欠
缺
を
補
う
為
の
有
力
な
先
行
学
説
と
し
て
、
と
く
に
引
載
さ
れ

た
と
考
え
て
い
る
（
前
掲
拙
稿
二
九
頁
参
照
）。
ま
た
令
文
直
下
に
記
さ
れ
る
か
、
或
は
「
義
云
」
の
文
、「
或
云
」
の
文
の
あ
と
に
記

さ
れ
る
「
問
」
で
始
ま
る
問
答
体
の
文
は
、
前
述
の
大
書
さ
れ
た
「
或
云
」
の
文
と
は
異
な
っ
て
、
令
文
解
釈
の
い
わ
ば
参
考
資
料
と

し
て
編
者
に
よ
っ
て
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

右
の
推
測
に
し
て
誤
り
な
け
れ
ば
、
前
掲
令
釈
の
「
大
臣
以
下
。
皆
立
親
王
後
」
の
部
分
は
、
諸
王
・
諸
臣
は
、
た
と
い
高
官
で
あ

っ
て
も
、
大
臣
以
下
す
べ
て
親
王
の
後
に
行
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
義
解
の
「
自
親
王
行
降
一
等
」（
諸
王
・
諸
臣
は
、
親

王
の
行
よ
り
一
等
降
し
て
行
立
す
る
）
を
更
に
具
体
的
に
説
明
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
ｂ
の
編
者
は
、
令
釈
の
右
の

部
分
は
、
前
掲
義
解
文
を
正
し
く
理
解
す
る
為
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
、
義
解
文
の
直
後
に
「
或
云
」
と
し
て
掲
げ
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
令
釈
の
前
掲
文
に
続
く
「
外
位
別
列
耳
」
の
部
分
に
つ
い
て
の
ｂ
の
編
者
の
扱
い
は
、
前
掲
文
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ

て
い
た
。
ｂ
の
第
一
の
「
問
」
の
文
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
問
。
或
云
。
外
位
別
列
耳
何
。
或
云
。
不
見
別
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

ｂ
の
編
者
は
、
こ
の
設
問
に
お
い
て
、「
外
位
別
列
耳
」（
外
位
に
叙
せ
ら
れ
た
も
の
は
、
内
位
に
叙
せ
ら
れ
た
も
の
と
は
別
に
行
立
す

る
）
と
い
う
、
本
注
に
対
す
る
令
釈
の
解
釈
が
果
し
て
妥
当
か
ど
う
か
と
い
う
疑
義
を
呈
し
、「
或
云
。
不
見
別
」（
行
立
に
関
し
て

は
、
内
位
と
外
位
と
の
区
別
は
な
い
）
と
い
う
ａ
の
穴
記
所
引
の
「
師
云
」
の
文
を
以
て
、
そ
の
解
答
と
し
て
い
る
。
即
ち
ｂ
の
編
者

は
、「
外
位
別
列
耳
」
と
い
う
令
釈
の
解
釈
は
、
す
で
に
当
今
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
し
て
（
ａ
の
穴
記
所
引
の
「
師
云
」
の
文
に

「
於・
今・
不
見
別
之
」
と
あ
る
）、
こ
れ
を
否
定
し
、
穴
記
所
引
の
師
説
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
同
じ
令
釈
の
文
が
二
つ
に

分
け
ら
れ
、
一
は
義
解
を
補
う
有
力
な
学
説
と
し
て
採
用
さ
れ
、
他
は
当
代
に
は
妥
当
し
な
い
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
よ
う
。
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次
に
ｂ
の
第
二
の
「
問
」
で
始
ま
る
問
答
体
の
文
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
「
或
云
」
の
文
が
引
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
設
問

は
、
諸
王
と
諸
臣
が
一
列
に
行
立
す
る
と
き
の
順
序
に
関
し
、
第
一
の
「
或
云
」
と
第
二
の
「
或
云
」
の
両
説
を
あ
げ
、
そ
の
何
れ
が

正
し
い
か
を
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
の
冒
頭
に
は
「
問
」
と
あ
る
か
ら
、
第
一
の
「
或
云
」
の
文
の
末
尾
「
故
王
五
位
之
次
。

臣
四
位
坐
耳
」
の
後
に
は
、「
者
何
」
な
ど
の
疑
問
を
表
わ
す
辞
句
の
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
い
の
は
、
第
一
の
「
或

云
」
の
文
が
余
り
に
長
文
で
あ
っ
た
為
、
誤
っ
て
脱
落
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
や
や
煩
瑣
に
わ
た
る
が
、
ｂ
の
第
二
の
問
答
体

の
文
を
考
察
す
る
前
に
、
右
の
第
一
と
第
二
の
或
説
の
内
容
に
つ
い
て
予
め
説
明
し
て
お
き
た
い
。

第
一
の
或
説
の
文
は
、
ａ
の
穴
記
の
第
一
の
問
答
文
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
そ
れ
を
理
解
す
る
為
に
ｂ
の
編

者
に
よ
っ
て
更
に
衣
服
令
５
朝
服
条
の
令
文
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
第
二
の
或
説
の
文
は
、
同
じ
ａ
の
穴
記
の
問
答
文
中
に
あ
る
「
師

云
」
の
文
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
或
説
の
文
意
は
、
凡
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。
諸
王
と
諸
臣
が
一
列
に
坐
す
る
と
き
の
順
序

は
、
王
の
一
位
、
臣
の
一
位
、
王
の
二
位
、
臣
の
二
位
、
王
の
三
位
、
臣
の
三
位
と
し
、
各
々
位
の
正
從
に
よ
っ
て
坐
を
別
に
し
、
そ

こ
で
は
王
と
臣
と
は
同
じ
く
扱
っ
て
、
王
と
臣
と
を
区
別
し
な
い
。
何
故
な
ら
朝
服
の
色
が
三
位
以
上
は
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
（
王
の
一
位
と
臣
の
一
位
は
深
紫
衣
、
王
の
二
位
以
下
、
五
位
以
上
と
臣
の
二
位
、
三
位
は
浅
紫
衣
。
衣
服
令
５
条
）。
但
し
四

位
以
下
の
朝
服
の
色
は
、
王
と
臣
と
は
別
で
あ
る
か
ら
（
臣
の
四
位
は
深
緋
衣
、
五
位
は
浅
緋
衣
。
同
上
）、
王
の
五
位
の
次
に
臣
の

四
位
が
坐
す
の
で
あ
る
と
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
の
或
説
は
、
王
の
三
位
以
上
が
坐
し
終
っ
た
後
に
臣
の
一
位
が
坐
す
と
す
る
。
即
ち

三
位
以
上
は
王
と
臣
と
を
区
別
し
、
ま
た
五
位
以
上
も
王
と
臣
と
を
区
別
す
る
（
従
っ
て
、
四
位
、
五
位
の
行
立
の
順
序
は
、
第
一
の

或
説
と
第
二
の
或
説
で
は
同
じ
こ
と
に
な
る
）。
以
上
を
要
す
る
に
、
第
一
の
或
説
は
朝
服
の
色
に
基
づ
い
て
行
立
の
順
序
を
定
め
、

第
二
の
或
説
は
王
と
臣
と
の
身
分
上
の
相
違
に
基
づ
い
て
、
そ
の
順
序
を
定
め
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
ｂ
の
第
二
の
或
説
の
文
、「
或
云
。
王
三
位
以
上
坐
了
之
次
。
臣
一
位
坐
者
。
准
是
之
」
の
「
准
是
之
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
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「
是
」
と
は
第
一
の
或
説
を
指
し
、
第
二
の
或
説
は
、
第
一
の
或
説
に
准
ず
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
次
条
の
公
式
令
56
諸
王
五
位

条
の
異
質
令
集
解
の
注
記
の
文
に
も
、「
或
云
。
臨
時
処
分
耳
。
或
云
。
不
可
巡
問
者・
。
准・
是・
」
と
見
え
て
い

１
）

る
が
、
こ
の
記
事
を
参

考
に
し
て
、
前
掲
文
を
解
釈
す
る
と
、
ｂ
の
編
者
は
、
第
一
の
或
説
を
先
ず
採
用
す
べ
き
学
説
と
し
、
第
二
の
或
説
は
、
そ
れ
に
次
ぐ

学
説
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
ｂ
の
編
者
が
第
一
の
或
説
に
対
し
、
わ
ざ
わ
ざ
衣
服
令
５
条
を
引
用
し
て
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
の

も
、
第
一
の
或
説
を
重
ん
じ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
、
更
に
ａ
、
ｂ
二
つ
の
史
料
を
比
べ
て
、
ｂ
が
直
接
、
利
用
し
な
か
っ
た
ａ
の
文
（
傍
線
部
）
を
通
じ
て
、
ｂ
の
編
者
に

よ
る
本
書
編
述
の
方
針
を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。

先
ず
ａ
の
文
を
み
る
と
、
令
釈
の
文
、「
若
立
一
列
者
。
諸
臣
三
位
立
前
。（
次
諸
王
四
位
以
下

衍
）

五

・
・

位
。
諸
臣
四
位
以
下
列
耳
）」
に

つ
い
て
は
、
穴
記
が
第
一
の
「
問
」
に
お
い
て
、「
依
令
釈
・
・
・
・
未
知
。
諸
王
三
位
以
上
。
諸
臣
三
位
以
上
。
行
立
之
次
第
如
何
」

と
い
っ
て
、
一
列
に
行
立
し
た
と
き
の
、
令
釈
で
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
三
位
以
上
の
諸
王
と
諸
臣
の
順
序
を
問
い
、
前
掲
ａ
の
「
私

思
」
以
下
の
解
答
を
あ
げ
て
い
る
。
従
っ
て
、
ａ
の
こ
の
部
分
の
令
釈
や
穴
記
の
文
は
、
ｂ
の
第
二
の
問
答
が
何
故
生
ま
れ
た
の
か
、

そ
の
成
立
の
事
情
を
知
り
得
る
記
事
で
あ
る
。
し
か
し
ｂ
の
編
者
は
、
そ
れ
ら
の
ａ
の
記
事
は
一
切
捨
て
去
っ
て
、
穴
記
の
解
答
の
部

分
の
み
を
取
り
上
げ
、
そ
の
説
明
の
為
に
衣
服
令
の
令
文
を
新
し
く
付
加
し
て
問
答
文
を
作
成
し
た
。
即
ち
ｂ
の
編
者
は
、
学
説
の
成

立
過
程
に
つ
い
て
は
関
心
が
乏
し
く
、
そ
れ
よ
り
も
結
論
と
な
る
学
説
そ
の
も
の
を
重
視
し
て
既
往
の
学
説
を
整
理
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
次
に
ａ
の
令
釈
に
は
、
前
掲
文
に
続
い
て
、「
其
外
位
者
。
依
官
位
令
耳
」
と
あ
り
、
穴
記
の
第
二
の
「
問
」
に
お
い
て
も
、
そ

れ
が
「
未
知
。
其
意
」
と
し
て
、
そ
の
意
味
が
問
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
も
、
ｂ
の
編
者
は
採
用
し
な
か
っ
た
。
恐
ら

く
ｂ
の
編
者
は
、
大
宝
官
位
令
に
は
外
位
の
規
定
が
あ
っ
た
が
（
穴
記
の
第
二
の
問
答
所
引
の
師
説
に
「
依
古
令
所
説
欤
」
と
あ
る
）、

そ
れ
が
養
老
令
に
お
い
て
削
除
さ
れ
た
為
、
採
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
ｂ
の
編
者
は
、
当
代
の
法
運
用
に
と
っ
て
必
要
と
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思
わ
れ
る
部
分
の
み
を
取
り
上
げ
て
ａ
の
文
を
再
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
考
察
し
た
ａ
の
令
釈
の
文
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
そ
の
文
は
、
ｂ
の
編
者
に
よ
っ
て
四
つ
の
部
分
に
大
別
さ
れ
、
先
ず

「
大
臣
以
下
。
皆
立
親
王
後
也
」
は
、
義
解
に
次
ぐ
重
要
な
学
説
と
し
て
採
用
さ
れ
、
次
の
「
其
外
位
別
列
耳
」
は
否
定
さ
れ
て
、
そ

の
反
対
説
で
あ
る
穴
記
所
引
の
師
説
が
採
ら
れ
、
次
の
「
若
立
一
列
者
」
以
下
の
文
は
、
穴
記
第
一
問
答
を
承
け
た
ｂ
の
第
二
問
答
中

の
二
つ
の
或
説
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
（
但
し
令
釈
の
「
次
諸
王
四
位
以
下

衍
）

五

・
・

位
、
諸
臣
四
位
以
下
列
耳
」
は
採
用
）、
更
に
令
釈
末
尾

の
文
、「
其
外
位
者
。
依
官
位
令
耳
」
は
、
全
く
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
ａ
と
ｂ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
結
論
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
①
ｂ
は
ａ
を
主
た
る
素
材
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
ｂ
は
ａ
の
令
私
記
を
説
明
す
る
為
に
文
章
を
付
加

す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
ａ
に
存
し
な
い
全
く
新
し
い
令
私
記
の
説
を
付
加
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
②
ｂ
は
ａ
の
令
私
記
の
内
容
に

関
し
、
私
見
を
以
て
一
定
の
評
価
を
下
し
、
そ
れ
に
取
捨
選
択
を
施
し
て
、
全
体
と
し
て
読
者
が
条
文
解
釈
上
の
要
点
を
直
截
簡
明
に

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
ａ
の
令
私
記
を
整
理
、
再
構
成
し
て
い
る
。

二

令
集
解
と
異
質
令
集
解
と
の
関
係

さ
て
、
通
常
の
令
集
解
と
い
わ
ゆ
る
異
質
令
集
解
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
当
初
の
問
題
で
あ
る
が
、
両
者

を
直
接
、
比
較
し
得
る
史
料
が
前
掲
公
式
令
55
条
の
本
注
に
関
す
る
注
記
に
限
ら
れ
て
お
り
、
余
り
に
も
そ
の
史
料
が
乏
し
い
為
、
明

確
な
解
答
を
出
す
こ
と
は
難
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
で
は
前
掲
公
式
令
55
条
の
両
者
の
注
記
に
関
す
る
比
較
を
手
懸
り
と

し
て
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
再
度
考
え
て
み
た
い
。

先
ず
両
者
は
全
く
別
個
に
編
述
さ
れ
た
法
書
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
前
記
ａ
ｂ
の
比
較
か
ら
す
れ
ば
、
全
く
別
個
に
編
述
さ
れ
た
と
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は
考
え
難
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
後
者
は
前
者
を
主
た
る
素
材
と
し
て
、
そ
れ
を
編
成
し
直
し
て
作
成
さ
れ
た
と
し
た
場
合
、
後

者
に
は
、
前
者
に
引
載
さ
れ
て
い
る
先
行
学
説
（
諸
家
の
令
私
記
）
に
対
し
、
新
し
い
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
前
記
ａ

ｂ
の
比
較
か
ら
し
て
、
編
者
の
私
見
に
基
づ
い
て
前
者
引
載
の
先
行
学
説
に
対
し
、
一
定
程
度
の
評
価
を
下
し
、
ま
た
説
明
を
加
え
、

且
つ
そ
の
内
容
に
取
捨
選
択
を
施
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
で
は
更
に
後
者
に
は
前
者
に
存
在
し
な
い
令
文
（
義
解
文
を
含
む
）
注
釈
に
関
す
る
全
く
新
し
い
学
説
が
付
加
さ
れ
て
い
る
か

と
い
え
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
直
ち
に
答
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
確
か
に
前
記
ａ
ｂ
の
比
較
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
前
掲
拙
稿
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
異
質
令
集
解
に
は
、
そ
の
編
者
と
思
わ
れ
る
「
私
」「
私
案
」
や
そ
の
師
と
思
わ
れ

る
「
師
」「
師
説
」
等
の
学
説
が
認
め
ら
れ
、
そ
こ
に
は
令
文
、
と
り
わ
け
義
解
文
に
対
し
て
新
し
く
法
解
釈
を
施
し
た
と
み
ら
れ
る

事
例
が
多
く
存
す
る
。
仮
に
異
質
令
集
解
が
惟
宗
允
亮
主
催
に
よ
る
長
保
度
の
律
令
講
書
を
契
機
に
成
立
し
た
も
の
と

２
）

す
る
と
、
貞
観

の
頃
、
惟
宗
直
本
に
よ
っ
て
編
述
さ
れ
た
令
集
解
の
成
立
時
期
よ
り
も
、
そ
れ
は
一
世
紀
以
上
も
経
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
の

令
義
解
研
究
の
成
果
を
承
け
て
、
通
常
の
令
集
解
に
は
存
し
な
い
令
文
解
釈
に
関
す
る
新
し
い
学
説
、
と
り
わ
け
義
解
説
に
対
す
る
説

明
や
そ
の
欠
缺
に
対
す
る
補
充
等
が
異
質
令
集
解
に
付
加
さ
れ
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た
先
行
学
説
に
対
し
て
も
、

そ
の
内
容
が
義
解
説
に
反
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
時
代
の
要
請
に
応
え
得
る
も
の
か
ど
う
か
、
ま
た
論
理
の
一
貫
性
に
欠
け
る
と
こ

ろ
が
な
い
か
ど
う
か
等
の
視
点
か
ら
検
査
、
確
認
が
行
わ
れ
て
、
新
し
い
見
解
が
付
与
さ
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
異
質
令
集
解
に
新
し
い
要
素
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
筆
者
は
、
異
質
令
集
解

は
、
基
本
的
に
は
通
常
の
令
集
解
を
主
た
る
素
材
と
し
て
編
述
さ
れ
た
法
書
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
第
一

に
僅
か
な
史
料
で
は
あ
る
が
、
前
掲
公
式
令
55
条
の
注
記
の
部
分
に
お
け
る
両
者
の
比
較
か
ら
、
そ
れ
が
ほ
ぼ
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
第

二
に
異
質
令
集
解
に
は
令
文
・
義
解
文
の
法
解
釈
に
関
す
る
新
学
説
や
新
見
解
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
理
論
に
は
通
常

8國學院法學第54巻第4号 (2017)



の
令
集
解
所
載
の
先
行
学
説
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
の
二
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
の
理
由
で
あ
る
事

実
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
説
明
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
第
二
の
理
由
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
確
か
に
異
質
令
集
解
に
は
「
私
」「
私
案
」「
師
」「
師
説
」
等
に
よ
る
、
令
文
・
義
解
文
に
対
す
る
新
し
い
法

解
釈
と
思
わ
れ
る
事
例
が
多
く
存
す
る
。
し
か
し
「
私
」「
私
案
」
の
語
の
多
く
は
、「
義
云
」
の
文
の
後
に
続
く
「
或
云
」、
令
文
直

下
に
あ
る
「
或
云
」、
問
答
体
の
文
中
に
あ
る
「
或
云
」
と
い
う
先
行
学
説
に
関
連
し
て
現
わ
れ
て
お
り
、「
私
」「
私
案
」
が
令
文
・

義
解
文
に
対
し
、
直
接
、
自
説
を
主
張
す
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
（
但
し
令
文
の
直
下
、
義
解
文
の
直
下
に
「
私

案
」
が
見
え
る
個
所
が
そ
れ
ぞ
れ
一
個
所
宛
あ
る
。
考
課
令
57
条
、
公
式
令
60
条
）。「
師
」「
師
説
」
も
、「
私
」「
私
案
」
と
同
様
、

「
或
云
」
と
い
う
先
行
学
説
に
対
し
、
そ
の
内
容
が
妥
当
か
ど
う
か
判
断
を
下
す
場
合
、
ま
た
令
文
解
釈
に
複
数
説
あ
っ
て
、
そ
の
何

れ
が
妥
当
で
あ
る
か
判
断
を
下
す
場
合
に
、
そ
の
判
定
者
、
解
答
者
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
以
上
、
前
掲
拙
稿
参
照
）。

そ
う
す
る
と
、
右
の
「
或
云
」
と
い
う
先
行
学
説
は
、
前
掲
公
式
令
55
条
の
比
較
の
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
何
れ
も
通
常
の
令
集

解
に
引
載
さ
れ
た
先
行
学
説
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
異
質
令
集
解
に
新
学
説
や
新
見
解
が
見
え
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
通
常
の
令
集

解
引
載
の
先
行
学
説
の
上
に
構
築
さ
れ
た
理
論
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
異
質
令
集
解
の
編
者
は
、
あ
く
ま
で

も
令
集
解
諸
私
記
の
法
解
釈
の
枠
内
で
新
学
説
や
新
見
解
の
論
理
を
展
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
「
私
」「
私
案
」

や
「
師
」「
師
説
」
の
義
解
文
に
対
す
る
解
釈
で
あ
る
が
、
義
解
文
は
既
往
の
学
説
、
と
り
わ
け
令
釈
や
古
記
の
説
を
多
く
採
用
し
て

撰
述
さ
れ
て
お
り
、
一
方
、
通
常
の
令
集
解
に
は
、
義
解
文
の
も
と
と
な
っ
た
令
釈
、
古
記
等
に
対
し
、
そ
の
他
の
諸
私
記
に
よ
る
更

な
る
解
釈
や
意
見
な
ど
、
様
々
な
論
述
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、「
私
」「
私
案
」「
師
」「
師
説
」
に
よ
る
義
解
文
の
新
解
釈
と
雖
も
、
実

は
そ
れ
ら
の
先
行
学
説
に
多
く
負
う
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

３
）

よ
う
。

以
上
か
ら
し
て
異
質
令
集
解
は
、
そ
こ
に
新
学
説
や
新
見
解
が
付
加
さ
れ
た
と
し
て
も
、
基
本
的
に
は
通
常
の
令
集
解
を
主
た
る
素
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材
と
し
て
編
述
さ
れ
た
注
釈
書
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
何
故
、
失
わ
れ
た
令
集
解
三
巻
を
補
う
為
に
異
質
令
集
解
が

用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
そ
の
疑
問
の
根
源
に
つ
い
て
探
っ
て
み
た
い
。

早
川
庄
八
氏
は
、
令
集
解
の
伝
本
に
関
す
る
記
述
の
中
に
お
い
て
金
沢
文
庫
本
令
集
解
は
、
か
つ
て
花
山
院
師
継
の
所
持
本
（
花
山

院
本
）
か
、
そ
の
転
写
本
で
あ
っ
て
、
師
継
は
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
に
自
家
の
本
を
中
原
章
兼
の
所
持
す
る
令
集
解
（
正
親
町

本
）
と
対
校
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
花
山
院
本
も
、
正
親
町
本
も
、
共
に
異
質
令
集
解
三
巻
を
含
む
取
り
合
せ
本
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
早
川
前
掲
論
文
五
七
五
頁
以
下
）。
し
か
も
早
川
氏
は
、「
自
家
の
本
を
・
・
・
・
正
親
町
本
と
対
校
し
た
花
山
院
師
継
に
せ

よ
、
正
親
町
本
の
所
有
者
で
あ
っ
た
中
原
章
兼
に
せ
よ
、
異
質
令
集
解
三
巻
を
「
令
集
解
」
と
し
て
扱
う
こ
と
に
い
さ
さ
か
の
疑
念
も

抱
い
て
い
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
早
川
氏
は
、
師
継
、
章
兼
の
両
者
が
「
い
さ
さ
か
の
疑
念
も
抱
い
て
い
な
か
っ
た
」
理
由
と

し
て
、「
こ
の
時
期
を
遡
る
か
な
り
古
い
時
期
に
、
こ
れ
ら
三
巻
の
本
来
の
令
集
解
は
失
わ
れ
、
そ
れ
を
補
っ
た
或
る
明
法
家
の
令
私

記
が
令
集
解
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
る
ほ
ど
の
日
時
を
、
す
で
に
経
過
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
（
同
上
五

七
九
頁
）。
従
う
べ
き
妥
当
な
見
解
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
異
質
令
集
解
三
巻
を
通
常
の
令
集
解
と
し
て
扱
う
こ
と
に
、「
い
さ
さ
か
の

疑
念
を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
」
の
は
、
師
継
、
章
兼
に
止
ま
ら
ず
、
こ
の
取
り
合
せ
本
を
代
々
伝
え
て
来
た
、
師
継
、
章
兼
以
前
の
明

法
家
達
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
更
に
い
え
ば
、
令
集
解
の
闕
巻
を
補
う
編
纂
物
と
し
て
、
こ
の
三
巻
が
当
て
ら
れ
た
の

は
何
時
の
頃
か
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
（
平
安
後
期
か
）、
闕
巻
が
補
わ
れ
た
当
初
か
ら
、
そ
れ
を
補
っ
た
人
物
に
と
っ
て
も
、

こ
の
三
巻
を
以
て
そ
れ
を
補
う
こ
と
に
、
さ
し
て
違
和
感
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

確
か
に
令
集
解
の
編
者
は
、
先
行
学
説
の
当
否
を
論
ず
る
こ
と
に
極
め
て
謙
抑
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
異
質
令
集
解
の
編
者

は
、
そ
の
当
否
を
論
ず
る
こ
と
に
、
む
し
ろ
積
極
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
相
違
は
、
こ
れ
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
、
令
集
解
の
闕
巻
は
、
い
わ
ゆ
る
異
質
令
集
解
を
以
て
補
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
長
い
間
、
そ
の
補
闕
に
関
し
て
明
法
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家
達
は
何
ら
の
疑
念
も
抱
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
い
令
集
解
三
巻
が
失
わ
れ
た
と
し
て
も
、
失
わ
れ
た
三
巻
は
、
そ
の
ま
ま
に

し
て
補
わ
な
い
と
い
う
方
法
も
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
が
世
上
の
人
事
と
し
て
は
、
む
し
ろ
普
通
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し

事
実
は
、
そ
う
で
は
な
く
、
異
質
令
集
解
を
以
て
令
集
解
の
闕
巻
は
確
か
に
補
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
や
は
り
重
く
受
け

と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
結
局
、
何
故
、
異
質
令
集
解
を
以
て
令
集
解
の
闕
巻
が
補
わ
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
と
は
何

か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。
以
下
、
仮
説
と
し
て
、
そ
の
理
由
に
関
す
る
筆
者
の
憶
測
を
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

通
常
の
令
集
解
編
述
の
意
図
や
目
的
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
明
法
家
に
よ
る
実
務
遂
行
上
、
義
解
説
を
理
解
し
、
且
つ
義
解
説
を
補

充
す
る
為
に
、
令
の
諸
私
記
を
令
の
条
文
毎
に
類
聚
し
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
令
集
解
の
書
式
に
象
徴
的
に
表
わ
れ
て
い

る
。
即
ち
令
集
解
の
編
述
は
、
令
義
解
の
体
裁
は
全
く
壊
さ
ず
に
、
令
義
解
を
基
本
と
し
て
、
そ
れ
に
諸
家
の
私
記
を
逐
次
、
付
記
し

て
行
く
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
令
集
解
と
い
う
法
書
は
、
あ
く
ま
で
も
令
義
解
を
い
わ
ば
土
台
と
し
て
、
そ
の
上
に
構
築
さ
れ
た
編

纂
物
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
令
集
解
編
述
の
段
階
で
は
、
そ
の
類
聚
し
た
諸
私
記
に
よ
っ
て
義
解
説
を
い
か
に
理
解
し
、
ま
た
い
か
に

補
充
す
る
か
、
そ
の
方
向
や
方
法
は
、
ま
だ
十
分
に
熟
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
関
し
て
は
読
者
た
る
明
法
家
（
主
と
し
て
惟
宗
家
関
係

の
人
々
で
あ
ろ
う
）
に
大
方
、
任
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
早
川
氏
は
、
令
集
解
編
述
の
時
期
を
貞
観
の
律
令

講
書
の
開
催
が
一
つ
の
契
機
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
し
か
も
、
そ
れ
は
直
本
の
若
い
時
代
の

作
と
さ
れ
る
（
前
掲
論
文
五
八
五

頁
）。
早
川
氏
の
い
う
よ
う
に
、
令
集
解
が
直
本
の
若
い
時
代
の
編
纂
物
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
な
お
一
層
、
直
本
は
諸
私
記
を

蒐
集
し
て
類
聚
す
る
こ
と
に
精
一
杯
で
あ
り
、
そ
の
内
容
を
逐
一
検
討
し
て
、
そ
れ
に
評
価
を
下
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
令
集
解
の
編
者
は
、
一
般
に
先
行
学
説
に
対
す
る
自
己
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
極
め
て
謙
抑
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

が
、
当
時
の
直
本
と
し
て
は
、
謙
抑
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
事
情
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
異
質
令
集
解
の
編
者
は
、
令
集
解
編
述
の
目
的
を
一
段
階
進
め
て
、
令
集
解
所
載
の
先
行
学
説
に
対
し
、
そ
の
内
容
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を
一
々
検
討
し
て
私
見
に
基
づ
く
論
評
を
試
み
、
或
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
是
と
し
て
、
そ
の
内
容
を
説
明
し
、
或
る
場
合
に
は
、
こ

れ
を
否
と
し
て
、
そ
の
内
容
に
批
判
を
加
え
、
そ
こ
に
取
捨
選
択
を
施
し
た
。
こ
の
異
質
令
集
解
の
編
者
の
私
見
に
は
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
貞
観
・
延
喜
の
律
令
講
書
な
ど
、
約
一
世
紀
以
上
に
及
ぶ
義
解
学
の
成
果
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
即
ち
異
質
令
集

解
の
編
者
は
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
先
行
学
説
の
内
容
に
価
値
判
断
を
下
し
て
整
理
、
統
合
し
、
以
て
義
解
説
の
理
解
と
そ
の
補
充
に
つ

い
て
一
定
程
度
の
方
向
と
方
法
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
令
集
解
と
い
う
法
書
は
、
令
義
解
か
ら
出
発
し
た
の
に
対
し
、

異
質
令
集
解
と
い
う
法
書
は
、
令
集
解
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
両
者
は
、
共
に
明
法
家
の
実
務
に
資
す
る
為
に
、
令
義

解
の
理
解
と
そ
の
補
充
を
編
述
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
異
質
令
集
解
は
、
令
集
解
の
所
期
の
目
的
に
対
し
、
一
つ
の
解
答
を
示

し
た
法
書
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
異
質
令
集
解
の
編
述
は
、
令
集
解
の
編
述
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
く
、
そ
の

延
長
線
上
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

む

す

び

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
確
か
に
異
質
令
集
解
の
編
述
の
形
式
や
内
容
に
は
、
通
常
の
令
集
解
と
は
異
な
る
も
の
が
存
す
る
が
、
異
質

令
集
解
を
通
常
の
令
集
解
が
時
代
の
推
移
に
応
じ
て
進
展
し
た
一
種
の
合
理
的
な

４
）

形
態
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
そ
れ
は
令
集
解
を
補
塡
す

る
令
注
釈
書
と
し
て
、
そ
れ
な
り
に
十
分
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
行
学
説
に
対
す
る
両
者
の
扱
い
の
相
違
に
も
拘
ら

ず
、
異
質
令
集
解
を
以
て
令
集
解
の
闕
巻
が
補
わ
れ
、
且
つ
歴
代
の
明
法
家
達
も
、
そ
れ
に
敢
え
て
不
審
の
念
を
抱
か
な
か
っ
た
と
い

う
事
実
も
、
上
記
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
理
解
し
易
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
の
仮
説
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、「
異・
質・
令
集
解
」

と
い
う
名
称
も
、
果
し
て
こ
の
令
注
釈
書
を
表
わ
す
名
辞
と
し
て
、
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
一
考
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。「
異
質
」
と
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は
、
文
字
通
り
、
そ
の
性
質
が
異
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
間
に
お
け
る
共
通
性
、
連
続
性
を
否
定
で
き
な
い
と
す

る
な
ら
ば
、
本
注
釈
書
を
「
改・
修・
令
集
解
」、
も
し
く
は
「
重・
修・
令
集
解
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
一
案
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
如
何
で

あ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
い
わ
ゆ
る
異
質
令
集
解
に
関
す
る
筆
者
の
現
段
階
に
お
け
る
見
解
を
ま
と
め
て
本
稿
の
む
す
び
と
し
た
い
。「
異
質
令
集

解
」
と
は
、
通
常
の
令
集
解
を
主
た
る
素
材
と
し
て
、
そ
れ
に
引
載
さ
れ
た
先
行
学
説
（
諸
家
の
令
私
記
）
に
対
し
、
私
見
に
よ
る
一

定
の
評
価
を
下
し
、
先
行
学
説
や
そ
の
内
容
に
取
捨
選
択
を
施
し
て
新
し
く
再
構
成
し
た
養
老
令
の
注
釈
書
で
あ
る
。
勅
撰
の
令
注
釈

書
で
あ
る
令
義
解
を
理
解
し
、
且
つ
そ
の
欠
缺
を
補
充
す
る
目
的
を
以
て
編
述
さ
れ
、
広
く
明
法
家
の
実
務
に
資
す
る
こ
と
を
期
し
て

著
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
著
者
、
成
立
年
代
は
不
詳
で
あ
り
、
惟
宗
允
亮
の
主
催
す
る
長
保
度
の
律
令
講
書
を
契
機
に
成
立
し
た

と
す
る
説
が
あ
る
が
、
惟
宗
家
の
家
学
を
受
け
継
い
だ
も
の
の
著
作
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

１
）

公
式
令
56
諸
王
五
位
条
は
、
諸
王
の
五
位
以
上
、
諸
臣
の
三
位
以
上
の
も
の
が
致
仕
し
て
、
畿
内
に
在
住
し
て
い
る
場
合
は
、
天
皇
は
四
季
ご
と
に

内
舎
人
を
し
て
、
そ
の
安
否
を
存
問
せ
し
め
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
が
、
同
条
集
解
（
異
質
令
集
解
）
に
は
、「
問
。
文
在
畿
内
者
。
未
知
。
在
外
国
者

何
。
或
云
。
臨
時
処
分
耳
。
或
云
。
不
可
巡
問
者
。
准
是
」
と
あ
る
。
こ
の
設
問
で
は
、
令
文
に
「
在
畿
内
」
と
あ
る
が
、
諸
王
の
五
位
以
上
、
諸
臣
の

三
位
以
上
が
「
外
国
」（
畿
外
の
国
）
に
あ
っ
た
場
合
は
ど
う
す
る
か
と
問
い
、
そ
の
解
答
と
し
て
二
つ
の
或
説
を
あ
げ
て
い
る
。
第
一
の
或
説
は
臨
時

に
処
分
す
る
と
し
、
第
二
の
或
説
は
巡
問
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。
し
か
し
第
二
の
或
説
に
対
し
て
は
、「
不
可
巡
問
者・
。
准・
是・
」
と
あ
る
か
ら
、
編

者
の
考
え
と
し
て
は
、
第
一
の
或
説
を
先
ず
採
用
す
べ
き
学
説
と
し
、
第
二
の
或
説
は
、
第
一
の
或
説
に
次
ぐ
学
説
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

２
）

早
川
前
掲
論
文
五
八
一
・
五
八
二
頁
。
長
谷
山
彰
「
異
質
令
集
解
の
成
立
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
三
田
古
代
史
研
究
会
編
『
法
制
と
社
会
の
古
代
史
』

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
、
八
五
頁
。

３
）

令
集
解
所
収
の
先
行
学
説
に
依
拠
し
て
義
解
文
を
新
し
く
解
釈
す
る
例
と
し
て
は
伴
記
が
あ
る
。
即
ち
伴
記
は
跡
記
の
説
に
よ
っ
て
義
解
文
を
更
に

説
明
し
て
い
る
。
拙
稿
「
令
集
解
の
な
か
の
義
解
学

伴
記
の
法
解
釈
を
中
心
と
し
て

」『
國
學
院
法
學
』
第
五
四
巻
第
一
号
、
二
〇
一
六
年
、
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四
頁
参
照
。

４
）

通
常
の
令
集
解
に
は
、
法
解
釈
上
、
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
が
古
記
、
令
釈
等
の
令
私
記
に
よ
っ
て
、
屡
々
繰
り
返
し
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
異
質
令
集

解
に
は
、
そ
れ
は
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
異
質
令
集
解
の
編
者
が
各
令
私
記
の
固
有
の
名
称
を
す
べ
て
「
或
云
」
に
統
一
し
、
令
の
法
解

釈
を
整
理
、
統
合
し
て
、
通
常
の
令
集
解
を
当
時
の
実
務
家
に
と
っ
て
利
用
し
易
い
よ
う
に
再
構
成
し
た
為
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
令
集
解
の
合
理
化
の

一
つ
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
結
果
、
各
私
記
の
有
す
る
法
解
釈
上
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
各
学
説
の
成
立
過
程
、
学
説
相
互
の
関
係
等
を
知
る
手
懸
り
が

す
べ
て
失
わ
れ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
異
質
令
集
解
の
成
立
以
後
に
お
い
て
も
、
通
常
の
令
集
解
の
史
料
的
価
値
は
変
ら
な
か
っ
た
こ
と
と
思
わ

れ
る
。
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